
  令和３年第１回選挙管理委員会定例会会議録 

   

開催日時 

                      午前１０時００分から 

  令和３年１月１３日（水）                 

午前１１時０５分まで 

出 席 者 
委 員 本橋委員長、梅田職務代理、小井委員、與川委員 

事務局 石田局長、油川次長、水越担当係長、武書記 

開催場所 選挙管理委員会室 傍聴人        なし 

委 員 長 これから令和３年第１回定例会を開会いたします。 

 議案第１号 東京都議会議員選挙に係る政治活動用ポスターの取扱い 

 について 

局  長  （別紙のとおり、東京都議会議員選挙に係る政治活動用ポスターの取扱 

 いについて説明し、決定を受けた。） 

局  長  東京都議会議員選挙の任期満了日である令和３年７月２２日の６箇月 

 前の日にあたる、令和３年１月２２日から当該選挙期日までの間、公職選 

 挙法の規定により、当該選挙立候補予定者の個人の政治活動用ポスター 

 は掲示が禁止されます。そのため、各政党支部等や現職の都議会議員あて 

 に通知し周知を行います。併せて、政治活動用ポスター等に関し、区施 

 設での管理権による撤去を行う旨について、区長・教育長・各施設所管 

     課長あて依頼します。 

與川委員  平常時にも、所轄警察署から違反文書図画に関する通知が来ることが 

 ありますか。 

局  長  最近では、平常時に通知されることは少ないです。 

與川委員  杉並区で、平常時に、撤去命令に至った事例はありますか。 

局  長  平常時では、取り急ぎ口頭にて注意することにより、概ね是正されて 

 います。 

小井委員  掲示場所を確保するために、早い時期から政治活動用ポスターを掲示 

 している例を見受けます。 

局  長  本議案における６カ月規制により、個人の政治活動用ポスターを掲示 

 した箇所に、政党等のいわゆる三連ポスターを張り替えることが多いと 

 思います。 

 議案第２号 杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部 

 改正について 



局  長  （別紙のとおり、杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一 

 部改正について説明し、決定を受けた。） 

局  長  杉並区の投票管理者・投票立会人等の報酬額については、東京２３区 

 中において最低金額となっています。社会情勢の変化を考慮し、また東京 

 都の最低賃金時給額の１,０１３円を鑑みた上で、改正することをお諮り 

 します。なお、改正後の報酬額については、東京２３区中で中位程度の 

 金額となるように、事務局としては考えています。 

與川委員  期日前投票の事務についても、同様に改正するのですか。 

局  長  期日前投票の投票管理者・投票立会人の報酬額についても、同様に改正 

 します。 

委 員 長  東京２３区の動向については、杉並区を含めた報酬額の低いグループ 

 の中から、次第に金額を上昇させた区が増えて、結果的に杉並区が最下位 

 になったのですか。 

局  長  杉並区は、５・６年前から報酬額の低いグループの１つとなっていまし 

 た。その後、幾つかの区で増額がされ、昨年から最下位となりました。 

委 員 長  各々で、２,０００円の増額となっていますが、これは報酬に関する審 

 議会などからの意見があったのですか。 

局  長  監査委員事務局から口頭にて、金額を検討することに関して意見をい 

 ただきました。 

委 員 長  報酬に関する審議会から、区長等の特別職の報酬額の変更などがある 

 場合に、連動する形で増額することがあるのでしょうか。 

局  長  今回は審議会からの意見は無く、選挙管理委員会から発議する形にな 

 ります。 

委 員 長  改正された条例の施行日は、いつになりますか。 

局  長  事務局案としては、公布の日から施行することを考えています。 

小井委員  今年執行される東京都議会議員選挙では、改正後の金額となりますか。 

局  長  改正後の金額が適用されます。 

小井委員  予算における増額分については、どうなりますか。 

局  長  概ね１２０万円ほどの増額になります。来年度以降からは、増額分に 



 ついて当初から予算要求を行います。 

次  長 平成３年度の増加分については、告示・公示期間を長めに考えて予算要 

 求していますので、実際の執行額については叶うものと考えています。 

委員一同 本件の条例改正について、了承します。 

 協議事項 若者向け啓発事業について 

局  長 （別紙のとおり、若者向け啓発事業について協議した。） 

局  長  前回の定例会にて報告しました、若者向け啓発事業にて作成する資料 

 の内容について協議いたします。 

小井委員  資料の趣旨については良いものと思いますが、表現については幾つか 

 修正してほしいと思います。 

與川委員  「選挙四方山話」については、文字が小さい感じもしましたが、インパ 

    クトを強くしても良いように思います。また、杉並らしい穏やかな内容 

 であるとも感じています。 

梅田委員  私も、文字が小さいところが気になりました。 

委 員 長  「選挙四方山話」についてタイトルの表現を工夫すること、若年層の 

 投票率について他の年齢層との比較ができるようにすることなどを、考 

 えました。 

與川委員  杉並区には著名人がいらっしゃるので、誌面に登場するのも良いかも 

 しれないと思いました。 

委 員 長  企画課の主催で、３月に若者を集めてのイベントが開催されるとのこ 

 となので、その際に配付するのも良いかもしれません。 

小井委員  選挙管理委員の写真については、１つに絞って掲載するので良いよう 

 に思います。 

梅田委員  私も同意見です。その整理をした上で、文字を大きくするのも良いか 

 もしれません。 

武 書 記 色々なご意見をいただきましたので、再度検討させていただきます。 

 報告事項１－１ 成人祝賀のつどい実施結果について 

局  長  （別紙のとおり、成人祝賀のつどい実施結果について説明し、報告し 

 た。） 



 報告事項１－２ ２月の日程について 

局  長 （別紙のとおり、２月の日程について説明し、報告した。） 

  その他・日程等について 

局  長 （今後の委員会日程等について確認を行った。） 

委 員 長  他に質問がなければ、本日の委員会を閉じます。 

 

 

 


